
電子申請・届出システムについて

○ 厚生労働省において、介護分野の文書に係る負担軽減に関する取り組みを行う
ため、オンラインによる指定申請等が可能な「電子申請・届出システム」の運用
が開始されているところです。
本県においても、令和７年４月より「電子申請・届出システム」の運用を開始

しました。
対象となるのは、県が指定する介護サービスに係る指定申請、更新申請、変更

届、加算の算定に関する届出、廃止・休止・再開届等についてです。

※令和８年４月１日以降は、原則として、電子申請にてご提出をお願いします。

※県指定サービス以外の取扱いについては各市町（指定権者）にご確認ください。

【参考】介護事業所の指定申請等のウェブ入力・電子申請の導入、文書標準化
（厚生労働省ＨＰ）https://www.mhlw.go.jp/stf/kaigo-shinsei.html
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１ 電子申請・届出システム

○ システムには、下記ホームページからログインしてください。
https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/shinsei/

※操作マニュアルはリンク先の右上部にある「ヘルプ」から参照できます。

※システム内でアップロードする書式や手続きについては、下記「かいごへるぷ
やまぐち」の各ページをご確認ください。
https://www.kaigo.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/748.html

※「加算に関する届出」を行う際は必ず「介護給付費算定に係る体制状況一覧
表」を添付してください。

【厚生労働省説明資料】

https://www.mhlw.go.jp/stf/kaigo-shinsei.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/kaigo-shinsei.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/kaigo-shinsei.html
https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/shinsei/
https://www.kaigo.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/748.html
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○ 登記情報提供サービス（※登記事項証明書の提出が必要な場合）

システム上では登記事項証明書（原本）の提出ができないため、登記情報提
供サービス（有料）を利用してダウンロードした「照会番号・発行年月日付き
のPDFファイル」、または「照会番号・発行年月日を入力したtxtファイル」を、
添付書類としてアップロードしてください。詳しくは下記ホームページをご確
認ください。（※サービス利用には登録費用及び利用料金がかかります。）
https://www1.touki.or.jp/

※登記情報提供サービスが利用できない場合は、登記事項証明書（原本）を
各健康福祉センターに提出してください。

２ システムの利用に際して必要な準備

○ ＧビズＩＤ（※必須）

システムの利用に当たってはＧビズＩＤの取得が必要です。
取得には２週間程度かかります。
詳しくは下記ホームページをご確認ください。
https://gbiz-id.go.jp/top/

【電子申請・届出システム ログイン画面】

※ログインにはＧビズＩＤが必要です（下記２参照）

https://www1.touki.or.jp/
https://gbiz-id.go.jp/top/
https://gbiz-id.go.jp/top/
https://gbiz-id.go.jp/top/


３ 手数料の納付
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○ 新規指定申請や指定更新申請の際には手数料の納付が必要です。
システム上では手数料の納付ができないため、貼付用の用紙に山口県収入証

紙を貼り付けて、各健康福祉センターに提出してください。

※貼付用の用紙は、「かいごへるぷやまぐち」の各サービスのページから取得
してください。
https://www.kaigo.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/748.html

※手数料については下記ページをご確認ください。
https://www.kaigo.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/3121.html

※手数料の納付も含め、添付書類の内容に不備がある場合や、修正・追加書類の
提出が遅れ、審査に支障を来す場合には指定等ができないこともあります。

【登記情報提供サービスで打ち出したPDFファイルの添付イメージ】

← 発行年月日・照会番号

【登記情報提供サービス ログイン画面】

https://www.kaigo.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/748.html
https://www.kaigo.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/3121.html


電⼦申請届出システム
介護事業所向け
リーフレット

※電⼦申請届出システムに関するお問合せは、申請届出先の各指定権者までにお願いいたします。
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令和８年４⽉より
介護保険の電⼦申請が原則化されます︕

l 介護サービス事業者の⽂書負担を軽減させる観点から、厚⽣労働省は介護事業所の指定申
請等をオンラインにより実施可能な「電⼦申請届出システム（以下、本システム）」を構築し、準
備の済んだ地⽅公共団体より本システムを通じた受付を順次開始しています。

l 令和８年度以降はすべての地⽅公共団体において本システムを通じた申請届出の受付が原
則となります。（介護事業所のやむを得ない場合を除きます。）

l 本システムを利⽤することで、介護事業所のみなさんの⽂書負担軽減につながります。ぜひご利
⽤ください。

地⽅公共団体によって実際の画⾯とは異なる
場合があります。
詳細は以下、ホームページをご確認ください。

本システム利⽤時の画⾯イメージ

https://www.kaigokensak
u.mhlw.go.jp/shinsei/
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電⼦申請届出システムを利⽤した申請届出には
様々なメリットがあります︕（その１）

申請届出のための時間が短くなります︕
l 必要な情報を⼊⼒・添付すれば、あとはインターネットですぐに申請届

出ができます。
l 窓⼝への書類を持参したり、郵送する必要はありません。

時間を気にせず、いつでも申請できます︕
l システムを利⽤すれば、いつでもご都合の良い時に申請届出を提出で

きます。
l 特に、シフト勤務の場合、平⽇夜や⼟⽇にも提出することが可能です。

24

様式を探す必要なく、すぐに⼊⼒できます︕
l システム上では申請届出の種類ごとに全国共通の様式で⼊⼒が可能

です。
l そのため、複数の地⽅公共団体に申請届出を⾏う場合にもスムーズに

⼿続きを進められます。



3

電⼦申請届出システムを利⽤した申請届出には
様々なメリットがあります︕（その２）

今まで⾏った申請届出⼀覧が確認できます︕

l 本システムでは、過去に⾏った申請・届出情報の⼀覧及び検索が可
能です。これにより、申請届出の履歴を効率的に管理できます。

申請状況をシステム上で確認できます︕
l システム上で申請届出を⾏うと、地⽅公共団体側の受付ステータス

（申請（届出）済／受付中／受付済／差戻し／却下）をリアルタ
イムで確認できます。
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電⼦申請届出システムでは
簡単に申請内容を作成できます︕（その１）

l 本システムでは過去の申請届出の情報や介護保険総合データ
ベース（介護DB）情報等を利⽤して、様式や付表の⼀部内
容を⾃動で⼊⼒することができます。

l 事業所名称、住所、連絡先といった項⽬を都度⼊⼒する必要
がなくなります。

l 複数サービスの申請届出を同時に⾏う際には、各サービス
に共通する⼊⼒項⽬を付表間でコピーできます。これにより、
サービスごとに同じ内容を⼊⼒する⼿間を省けます。

過去の申請届出データ等から内容を⾃動で⼊⼒してくれます

複数のサービスの申請届出を同時に⾏うことができます
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電⼦申請届出システムでは
簡単に申請内容を作成できます︕（その２）

l 本システムでは、法⼈の情報に変更が⽣じた場合に傘下事
業所の変更届出を⼀括で作成・提出することが可能です。

l 添付書類等についても届出先の地⽅公共団体をまとめて、
⼀度のアップロードで完結するため、法⼈全体での事務作
業の負担軽減につながります。

法⼈情報の変更届出を⼀括で提出することができます
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先に本システムを使われた事業所からも⾼評価です︕

※調査時期︓令和６年９〜11⽉
※調査対象︓電⼦申請届出システムを利⽤して申請届出を提出したことのある全国の介護事業所
644カ所、回答数391カ所（有効回答率60.71%）

電⼦申請届出システムを利⽤して申請届出を提出したことのある
全国の介護事業所の半数以上が、

特に、提出のオンライン化や書類のデータ⼊⼒簡素化等で、
申請届出⼿続きの負担が軽減したと回答しています。
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l 本システムの利⽤のためには、gBiz IDプライムの申請が必要です。
 お早めにご取得ください。
（gBiz IDメンバーのアカウントは、gBiz IDプライムが作成します。）

l 詳細についてはデジタル庁 gBiz IDホームページ
（https://gbiz-id.go.jp/top/）をご参照ください。

システムの利⽤を開始したい介護事業所では・・・

まず、gBiz IDを取得しましょう︕

デモ環境や操作動画・マニュアルを確認しましょう︕

【厚⽣労働省 公式Youtubeアカウント】
https://youtube.com/playlist?list=PLM
G33RKISnWgpWG4SSXpn8JiZsCl_5MM
5&si=O5soFzwu0cUDLTgD

デモ環境をご利⽤くださいお試しで操作したい場合は

申請届出URL︓【https://demo.kaigokensaku.mhlw.go.jp/shinsei/】

ログインID︓以下いずれかのIDをご利⽤ください。
「 demo1@kaigokensaku.mhlw.go.jp」
「 demo2@kaigokensaku.mhlw.go.jp」
「 demo3@kaigokensaku.mhlw.go.jp」

パスワード︓「password」（上記ID全てと共通のパスワードです。）

操作説明動画をご覧ください全体の操作の流れを確認したい場合は

操作マニュアルをご覧ください具体の操作を確認したい場合は

【電⼦申請届出システム ヘルプ】
https://www.kaigokensaku.mhlw.
go.jp/shinsei/index.php?action_shi
nsei_static_help=true

https://gbiz-id.go.jp/top/
https://gbiz-id.go.jp/top/
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